
議案第 ２ 号

沖縄県立高等学校管理規則及び沖縄県立中学校管理規則の一部を改正する規則

について

以下の理由により、沖縄県立高等学校管理規則及び沖縄県立中学校管理規則の一部

を改正する規則案を別紙のとおり提出する。

令和４年12月22日提出

沖縄県教育委員会教育長 半嶺 満

理 由

沖縄県立名護高等学校附属桜中学校の設置に伴い、沖縄県立高等学校管理規則及

び沖縄県立中学校管理規則を改正する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。



規則案の概要説明

部課名 教育庁県立学校教育課

１ 件名

沖縄県立高等学校管理規則及び沖縄県立中学校管理規則の一部を改正する規則

２ 改正の経緯及び必要性

沖縄県立名護高等学校附属桜中学校の設置に伴い、県立名護高等学校においては

同中学校における教育と一貫した教育を施すこととするとともに、同中学校の名

称、位置等について定める必要がある。

３ 改正案の概要

⑴ 沖縄県立高等学校管理規則（平成12年沖縄県教育委員会規則第７号）を次のよ

うに改める。＜第１条＞

県立名護高等学校においては、沖縄県立名護高等学校附属桜中学校における教

育と一貫した教育を施すこととする。（別表第３関係）

⑵ 沖縄県立中学校管理規則（平成18年沖縄県教育委員会規則第13号）を次のよう

に改める。＜第２条＞

ア 県立名護高等学校附属桜中学校の名称、位置等について定める。（第３条関

係）

イ 県立名護高等学校附属桜中学校においては、沖縄県立名護高等学校における

教育と一貫した教育を施すこととする。（第６条関係）

⑶ この規則は、公布の日から施行する。（附則）

４ 根拠法令

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第33条

５ 添付資料

⑴ 新旧対照表

⑵ 根拠法令等の参照条文

⑶ その他参考となる資料



沖縄県立高等学校管理規則及び沖縄県立中学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和４年12月 日

沖縄県教育委員会

教育長 半 嶺 満

沖縄県教育委員会規則第 号

沖縄県立高等学校管理規則及び沖縄県立中学校管理規則の一部を改正する規則

（沖縄県立高等学校管理規則の一部改正）

第１条 沖縄県立高等学校管理規則（平成12年沖縄県教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正す

る。

「
別表第３中 沖縄県立与勝高等学校 沖縄県立与勝緑が丘中学校 を

」

「
沖縄県立名護高等学校 沖縄県立名護高等学校附属桜中学校

に改める。
沖縄県立与勝高等学校 沖縄県立与勝緑が丘中学校

」

（沖縄県立中学校管理規則の一部改正）

第２条 沖縄県立中学校管理規則（平成18年沖縄県教育委員会規則第13号）の一部を次のように改正する。

「

第３条の表中
沖縄県立与勝緑が丘中学校 うるま市勝連平安名32 80人 ３年 県全域

48番地
」

「
沖縄県立名護高等学校附属 名護市大西五丁目17番 40人 ３年 県全域
桜中学校 １号

を に改める。
沖縄県立与勝緑が丘中学校 うるま市勝連平安名32 80人 ３年 県全域

48番地
」

「
第６条第１項の表中 沖縄県立与勝緑が丘中学校 沖縄県立与勝高等学校

「
沖縄県立名護高等学校附属桜中学校 沖縄県立名護高等学校

を に改
」 沖縄県立与勝緑が丘中学校 沖縄県立与勝高等学校

」

める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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表

沖
縄
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
（
平
成
1
2
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
規
則
第
７
号
）
新
旧
対
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表

改
正

案
現

行

（
趣
旨
）

（
趣
旨
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第
１
条

（
略
）

第
１
条

こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
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昭
和
3
1
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法
律
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1
6
2

号
）
第
3
3
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の
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定
に
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づ
き
、
沖
縄
県
立
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等
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（
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下
「
学
校
」
と
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う
。
）
の
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理
運

営
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
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も
の
と
す
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設
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高
等
学
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の
教
育
課
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）
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併
設
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等
学
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の
教
育
課
程
）

第
９
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の
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（
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９
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３

別
表
第
３
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に
掲
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等
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て
は
、
学
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教
育
法
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行
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則
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1
1
5

条
の
規
定
に
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づ
き
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
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中
学
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（
以
下
「
併
設
型
中
学
校
」
と
い
う
。
）

に
お
け
る
教
育
と
一
貫
し
た
教
育
を
施
す
も
の
と
す
る
。

２
別
表
第
４
の
左
欄
に
掲
げ
る
高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
特
別
支
援
学
校

（
以
下
「
併
設
型
特
別
支
援
学
校
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
教
育
と
連
携
し
た
教
育
を
施
す
も
の

と
す
る
。

３
前
２
項
の
場
合
に
お
い
て
、
別
表
第
３
及
び
別
表
第
４
の
左
欄
に
掲
げ
る
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等
学
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以
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「
併
設
型
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等
学
校
」
と
い
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。
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教
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成
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と
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又
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別
表
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９
条
の
３
関
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別
表
第
３
（
第
９
条
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３
関
係
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併
設
型
高
等
学
校

併
設
型
中
学
校

併
設
型
高
等
学
校

併
設
型
中
学
校

沖
縄
県
立
名
護
高
等
学
校

沖
縄
県
立
名
護
高
等
学
校
附
属
桜
中
学
校

（
新
設
）

（
新
設
）

沖
縄
県
立
与
勝
高
等
学
校

沖
縄
県
立
与
勝
緑
が
丘
中
学
校

沖
縄
県
立
与
勝
高
等
学
校

沖
縄
県
立
与
勝
緑
が
丘
中
学
校

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
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）



新
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沖
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県
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学
校
管
理
規
則
（
平
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1
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年
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縄
県
教
育
委
員
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第
1
3
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）
新
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対
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改
正

案
現

行

（
趣
旨
）

（
趣
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第
１
条
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略
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１
条

こ
の
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は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
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3
3
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の
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定
に
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づ
き
、
沖
縄
県
立
中
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以
下
「
学
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」
と
い
う
。
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の
管
理
運
営

に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
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（
名
称
、
位
置
等
）

（
名
称
、
位
置
等
）

第
３
条

学
校
の
名
称
、
位
置
、
入
学
定
員
、
修
業
年
限
及
び
通
学
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
第
３
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学
校
の
名
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、
位
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、
入
学
定
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修
業
年
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び
通
学
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と
お
り
と
す

る
。

る
。

名
称

位
置

入
学
定
員

修
業
年
限
通
学
区
域

名
称

位
置

入
学
定
員

修
業
年
限

通
学
区
域

沖
縄
県
立
名
護
高
等
学
校
名
護
市
大
西
五
丁
目
1
7
番
4
0
人

３
年

県
全
域

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

附
属
桜
中
学
校

１
号

沖
縄
県
立
与
勝
緑
が
丘
中
う
る
ま
市
勝
連
平
安
名
3
2
4
8
0
人

３
年

県
全
域

沖
縄
県
立
与
勝
緑
が
丘
う
る
ま
市
勝
連
平
安
名
3
2
4
8
0
人

３
年

県
全
域

学
校

8
番
地

中
学
校

8
番
地

沖
縄
県
立
球
陽
中
学
校

沖
縄
市
南
桃
原
一
丁
目
1
0
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0
人

３
年

県
全
域

沖
縄
県
立
球
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中
学
校

沖
縄
市
南
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丁
目
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0
人

３
年

県
全
域

番
１
号

番
１
号

沖
縄
県
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開
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中
学
校

南
風
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町
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4
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番
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8
0
人
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年

県
全
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縄
県
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学
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4
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地
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３
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全
域
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「
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設
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」
と
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。
）
に
お
け
る
教
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し
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教
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を
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す
も
の
と
す
る
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型
高
等
学
校
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
教
育
と
一
貫
し
た
教
育
を
施
す
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の
と
す
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。

併
設
型
中
学
校

併
設
型
高
等
学
校

併
設
型
中
学
校

併
設
型
高
等
学
校

（
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1
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沖
縄
県
立
名
護
高
等
学
校
附
属
桜
中
学
校

沖
縄
県
立
名
護
高
等
学
校

（
新
設
）

（
新
設
）

沖
縄
県
立
与
勝
緑
が
丘
中
学
校

沖
縄
県
立
与
勝
高
等
学
校

沖
縄
県
立
与
勝
緑
が
丘
中
学
校

沖
縄
県
立
与
勝
高
等
学
校

沖
縄
県
立
球
陽
中
学
校

沖
縄
県
立
球
陽
高
等
学
校

沖
縄
県
立
球
陽
中
学
校

沖
縄
県
立
球
陽
高
等
学
校

沖
縄
県
立
開
邦
中
学
校

沖
縄
県
立
開
邦
高
等
学
校

沖
縄
県
立
開
邦
中
学
校

沖
縄
県
立
開
邦
高
等
学
校

２
（
略
）

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
併
設
型
中
学
校
に
お
け
る
教
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課
程
を
編
成
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
併
設
型
高
等
学
校
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。
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参 照 条 文
○ 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二 号 ）

（ 学 校 等 の 管 理 ）

第 三 十 三 条 教 育 委 員 会 は 、 法 令 又 は 条 例 に 違 反 し な

い 限 り に お い て 、 そ の 所 管 に 属 す る 学 校 そ の 他 の 教

育 機 関 の 施 設 、 設 備 、 組 織 編 制 、 教 育 課 程 、 教 材 の

取 扱 い そ の 他 の 管 理 運 営 の 基 本 的 事 項 に つ い て 、 必

要 な 教 育 委 員 会 規 則 を 定 め る も の と す る 。 こ の 場 合

に お い て 、 当 該 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め よ う と す る 事

項 の う ち 、 そ の 実 施 の た め に は 新 た に 予 算 を 伴 う こ

と と な る も の に つ い て は 、 教 育 委 員 会 は 、 あ ら か じ

め 当 該 地 方 公 共 団 体 の 長 に 協 議 し な け れ ば な ら な

い 。

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 教 育 委 員 会 は 、 学 校 に お け

る 教 科 書 以 外 の 教 材 の 使 用 に つ い て 、 あ ら か じ め 、

教 育 委 員 会 に 届 け 出 さ せ 、 又 は 教 育 委 員 会 の 承 認 を

受 け さ せ る こ と と す る 定 め を 設 け る も の と す る 。

３ 第 二 十 三 条 第 一 項 の 条 例 の 定 め る と こ ろ に よ り 同

項 第 一 号 に 掲 げ る 事 務 を 管 理 し 、 及 び 執 行 す る こ と

と さ れ た 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 法 令 又 は 条 例 に 違 反

し な い 限 り に お い て 、 特 定 社 会 教 育 機 関 の 施 設 、 設

備 、 組 織 編 制 そ の 他 の 管 理 運 営 の 基 本 的 事 項 に つ い

て 、 必 要 な 地 方 公 共 団 体 の 規 則 を 定 め る も の と す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 規 則 で 定 め よ う と す る

事 項 に つ い て は 、 当 該 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 あ ら か

じ め 当 該 地 方 公 共 団 体 の 教 育 委 員 会 に 協 議 し な け れ

ば な ら な い 。


